
⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組状況

１ ⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組の有無
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２ ⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組内容(複数回答）※すべての事業所を100%として
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を⾏っている

深夜業の回数の減少,⼜は昼間勤務への変更を⾏っている

定期的に体⼒測定を実施し、その結果から、本⼈⾃⾝の転倒、墜落・転落…

⾼年齢労働者の⾝体機能の低下の防⽌のための活動を実施している

医師による⾯接指導等の健康管理を重点的に⾏っている

作業前に、体調不良等の異常がないか確認している

健康診断実施後に基礎疾患に関する相談・指導を⾏っている

健康診断実施後に健康診断の結果を踏まえて就業上の措置を⾏っている

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、照明、標識等の…

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないようにしている

できるだけ単独作業にならないようにしている

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させないようにしている

その他

1,000 人 以 上

500 〜 999 人

300 〜 499 人

100 〜 299 人

50 〜 99 人

10 〜 49 人

資料３

出典︓平成28年労働安全衛⽣調査（実態調査）

出典︓平成28年労働安全衛⽣調査（実態調査）

事業所規模別

時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を⾏っている

深夜業の回数の減少⼜は昼間勤務への変更を⾏っている

定期的に体⼒測定を実施し、その結果から、本⼈⾃⾝の転倒、墜落・転落等の労働災害リスクを
判定し、加齢に伴う⾝体的変化を本⼈に認識させている

⾼年齢労働者の⾝体機能の低下の防⽌のための活動を実施している
（作業前の準備体操や定期的なウォーキングなど）

医師による⾯接指導等の健康管理を重点的に⾏っている

作業前に、体調不良等の異常がないか確認している

健康診断実施後に基礎疾患に関する相談・指導を⾏っている

健康診断実施後に健康診断の結果を踏まえて就業上の措置を⾏っている

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、照明、標識等の設置、段差の解消等
を実施している（本⼈の危険を回避するために、施設・設備等の労働環境などを変更する対応）

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないようにしている
（本⼈の危険を回避するために、作業内容・就業場所を変更する対応）

できるだけ単独作業にならないようにしている
（体調異変があったときにすぐに対応できるための措置）

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させないようにしている
（クレーンやフォークリフトの運転等をさせない等の対応）

その他
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健康診断実施後に…

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、…

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないように…

できるだけ単独作業に…

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させない…

その他

業種別の取組状況（複数回答）

建設業 製造業 情報通信業 運輸業，郵便業 卸売業，小売業 宿泊業，飲食サービス業 医療，福祉

⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組状況

出典︓平成28年労働安全衛⽣調査（実態調査）

時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を⾏っている

深夜業の回数の減少⼜は昼間勤務への変更を⾏っている

定期的に体⼒測定を実施し、その結果から、本⼈⾃⾝の転倒、墜落・転落等の労働災害リスクを
判定し、加齢に伴う⾝体的変化を本⼈に認識させている

⾼年齢労働者の⾝体機能の低下の防⽌のための活動を実施している
（作業前の準備体操や定期的なウォーキングなど）

医師による⾯接指導等の健康管理を重点的に⾏っている

作業前に、体調不良等の異常がないか確認している

健康診断実施後に基礎疾患に関する相談・指導を⾏っている

健康診断実施後に健康診断の結果を踏まえて就業上の措置を⾏っている

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、照明、標識等の設置、段差の解消等
を実施している（本⼈の危険を回避するために、施設・設備等の労働環境などを変更する対応）

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないようにしている
（本⼈の危険を回避するために、作業内容・就業場所を変更する対応）

できるだけ単独作業にならないようにしている
（体調異変があったときにすぐに対応できるための措置）

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させないようにしている
（クレーンやフォークリフトの運転等をさせない等の対応）

その他

※すべての事業所を100%として



⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組状況

平成28年と平成25年の⽐較
⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組内容(複数回答）※すべての事業場を100%として
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時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を⾏っている

深夜業の回数の減少,⼜は昼間勤務への変更を⾏っている

定期的に体⼒測定を実施し、その結果から、本⼈⾃⾝の転倒、墜落・転落…

⾼年齢労働者の⾝体機能の低下の防⽌のための活動を実施している（作…

医師による⾯接指導等の健康管理を重点的に⾏っている

作業前に、体調不良等の異常がないか確認している

健康診断実施後に基礎疾患に関する相談・指導を⾏っている

健康診断実施後に健康診断の結果を踏まえて就業上の措置を⾏っている

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、照明、標識等の…

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないようにしている

できるだけ単独作業にならないようにしている

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させないようにしている

その他

平成28年

平成25年

出典︓平成28年、平成25年労働安全衛⽣調査（実態調査）

時間外労働の制限、所定労働時間の短縮等を⾏っている

深夜業の回数の減少⼜は昼間勤務への変更を⾏っている

定期的に体⼒測定を実施し、その結果から、本⼈⾃⾝の転倒、墜落・転落等の労働災害リスクを
判定し、加齢に伴う⾝体的変化を本⼈に認識させている

⾼年齢労働者の⾝体機能の低下の防⽌のための活動を実施している
（作業前の準備体操や定期的なウォーキングなど）

医師による⾯接指導等の健康管理を重点的に⾏っている

作業前に、体調不良等の異常がないか確認している

健康診断実施後に基礎疾患に関する相談・指導を⾏っている

健康診断実施後に健康診断の結果を踏まえて就業上の措置を⾏っている

墜落・転落、転倒等の災害防⽌のため、⼿すり、滑り⽌め、照明、標識等の設置、段差の解消等
を実施している（本⼈の危険を回避するために、施設・設備等の労働環境などを変更する対応）

できるだけ高所等の危険場所での作業に従事させないようにしている
（本⼈の危険を回避するために、作業内容・就業場所を変更する対応）

できるだけ単独作業にならないようにしている
（体調異変があったときにすぐに対応できるための措置）

他の労働者に危険を及ぼすおそれのある作業に従事させないようにしている
（クレーンやフォークリフトの運転等をさせない等の対応）

その他

⾼年齢労働者の労働災害防⽌対策の取組
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